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『
朱
子
一
語
類
』
外
任
篇

書事

注

働
某
保
甲
草
中
所
説
。
豚
郭
四
門
外
置
隅
官
四
人
。
此
最
緊
要
。
蓋

①
 

所
以
防
衛
豚
郭
以
制
襲
。
鯨
有
官
府
・
獄
訟
・
倉
庫
之
属
。
須
是
四

面
有
個
防
衛
。
始
得
。
一
個
隅
官
。
須
各
管
得
十
来
里
。
方
可
。
諸

郷
則
只
置
弾
匪
之
類
。
而
不
復
置
隅
官
。
黙
寓
箇
大
小
相
維
之
意
於

其
問
。
又
後
面
子
弟
一
段
。
須
是
着
意
理
曾
。
這
個
子
弟
。
員
箇
要

他
用
。
非
其
他
泥
涯
之
比
。
須
是
別
有
個
抜
擢
控
賞
。
以
激
動
之
。

乃
可
。
此
等
事
難
慮
。
須
是
理
曾
数
他
整
密
。
無
些
鋸
縫
。
方
可
。
倒

校
注
・
・刊
本
此
傑
見
容
一
一
-
(
論
民
〉
。

1
獄
抄
本
誤
作
獄
、
従
刊
本
。

わ
た
く
し
が
保
甲
草
案
で
の
べ
て
お
い
た
、
鯨
城
の
四
方
の
城
門

外
に
四
人
の
隅
官
を
置
く
こ
と
、
こ
れ
は
な
に
よ
り
重
要
だ
。
勝
城

を
防
衛
し
て
非
常
事
態
を
制
匿
す
る
も
の
だ
か
ら
だ
。
鯨
に
は
官
臆

や
刑
獄
関
係
の
施
設
・
倉
庫
の
類
が
あ
る
か
ら
、
ぜ
ひ
城
郭
の
四
面

に
ま
も
り
が
な
く
て
は
い
か
ん
。
一
人
の
隅
宮
が
そ
れ
ぞ
れ
十
里

ハ
七
キ
ロ
〉
ば
か
り
を
あ
ず
か
る
よ
う
に
し
な
く
て
は
い
か
ん
。
郷
の

伺

田

謙

中

場
合
、
弾
匿
の
類
を
置
く
だ
け
で
隅
官
を
置
く
こ
と
を
し
て
な
い
の

あ
い
た
も

は
、
時
に

多大
小
相
維
。
つ
意
圏
、
が
そ
こ
に
こ
め
て
あ
る
の
だ
。
そ

れ
か
ら
、
(
草
案
の
)
あ
と
の
部
分
の
若
者
に
つ
い
て
の
一
段
は
、
か

な
ら
ず
こ
こ
ろ
し
て
慮
置
す
る
こ
と
だ
ね
。
こ
の
若
者
に
は
ほ
ん
と

に
は
た
ら
い
て
も
ら
い
た
く
、
他
の
ど
ん
ぐ
り
ど
も
と
は
わ
け
が
遣

う
。
ぜ
ひ
と
も
別
に
抜
擢
表
彰
制
ーを
設
け
て
、
激
働
す
る
よ
う
に
し

な
く
ち
ゃ
い
か
ん
。
こ
う
い
っ
た
事
は
慮
理
し
に
く
い
も
の
で
、
ぜ
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ひ
慮
置
を
考
え
て
緊
密
に
整
備
し
、
少
し
の
隙
も
な
い
よ
う
に
さ
せ

と
か
な
い
と
い
け
な
い
。
沈
倒

〔
保
甲
草
〕
お
そ
ら
く
上
奏
用
の
、
保
甲
制
に
関
す
る
草
案
で
告
の
ろ
う
e

た

だ
し
、
現
存
の
朱
蕉
の
文
集
に
は
牧
録
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

〔
隅
官
〕
南
宋
都
市
の
警
備
官
。
が
ん
ら
い
は
防
火
目
的
か
ら
、
都
市
の
各

プ
ロ
ッ
タ
に
詰
所
(
防
隅
の
官
屋
〉
を
-
設
置
し
て
、
防
火
兵
を
配
備
し
、

か
れ
ら
の
統
率
者
を
隅
宮
と
い
っ
た
。
隅
官
は
同
時
に
警
察
任
務
を
粂
ね

る
。
曾
我
部
静
雄
『
中
園
及
び
古
代
日
本
に
お
け
る
郷
村
形
態
の
鍵
遷
』



(
吉
川
弘
文
館
刊
〉
参
時

〔
須
是
:
:
:
始
得
〕
す
で
に
た
び
た
び
注
し
た
よ
う
に
、
下
文
に
三
見
す
る

「
須
(
是
)
:
:
:
方
(
乃
〉
可
」
と
も
同
じ
表
現
、
「
・
:
・
し
て
は
じ
め

て
よ
ろ
し
い
L

、
「
ぜ
ひ
i
:
し
な
く
て
は
い
け
な
い
」
の
意
。

"

〔
十
衆
塁
〕
「
来
」
は
未
満
の
教
を
し
め
ず
助
字
(
現
代
語
も
同
じ
)
。
こ
の

「
星
」
を
エ
行
政
直
劃
と
し
て
の
呈
に
解
す
る
こ
と
は
、
た
ぶ
ん
無
理
だ
ーろ

長フ。
〔
諸
郷
〕
郷
は
懸
の
下
の
行
政
直
劃
。

〔
薗
慶
〕
盗
賊
取
締
り
の
自
鵬
首
圏
員
。
一
万
代
に
至
る
と
、
お
な
じ
名
穏
が
目

明
し
に
相
嘗
す
る
官
職
名
に
な
る
。

〔
大
小
相
維
〕
『
逸
周
書
』
谷
八
・
職
方
解
に
み
え
る
、
「
凡
奔
園
。
大
小

相
維
。
」
菅
・
孔
見
の
注
に
い
う
、
「
維
、
持
也
。
」

〔
子
弟
〕
若
手
の
義
勇
兵
で
あ
ろ
う
。
父
兄
が
軍
人
に
な
っ
て
い
る
も
の
の

子
弟
で
あ
ろ
う
か
、
よ
く
わ
か
ら
ぬ
。
朱
宙
飛
の
「
庚
子
膝
詔
封
事
」
ハ
『
朱

文
公
文
集
』
昌
也
十
一
枚
)
に
も
い
う
、
「
罷
去
諸
州
招
軍
之
令
、
而
募
諸

寧
子
弟
之
麟
勇
者
。
」

〔
着
意
〕
「
着
」
は
「
用
」
を
意
味
す
る
俗
語
。
「
着
力
」
「
着
心
」
な
ど
。

〔
理
曾
〕
魔
置
す
る
・
あ
つ
か
う
。

〔
異
筒
要
他
用
〕
「
翼
箇
」
は
ほ
ん
と
に
(
異
的
〉
。
他
は
「
子
弟
」
を
う
け

zv
。

〔
乏
芝
〕

〔
数
他
〕

凡
庸
を
形
容
す
る
こ
と
ば
、
語
類
に
頻
用
さ
れ
る
俗
語
。

「教
L

は
使
役
の
助
字
。
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側
呉
英
茂
貧
云
。
政
治
嘗
明
其
膿
令
。
不
必
厳
刑
以
震
威

-V
知
生

目
。
蹴
令
既
明
。
刑
罰
亦
不
可
弛
。
有
h
v
不
一
卿
刑
罰
。
則
的
仰
謂
競
令

@
 

者
。
徒
掛
橋
壁
爾
1

興
其
不
準
以
梗
吾
治
。
易
若
懲
其
一
以
戒
百
。

⑦

一

興
其
覆
質
検
察
於
其
絡
。
国
旬
若
巌
其
始
而
使
之
無
犯
。
倣
大
事
。
量

可
以
小
不
忍
魚
心
。
道
夫

校
注
:
此
篠
見
刊
本
容
一

O
八
ハ
論
治
道
)
。

1
也
字
無
。

2
先
金
二

字
無
。

3
惟
字
無
。

4
明
作
用
。

5
所
謂
披
令
者
五
字
、
只
作
曲
訓

令。

6
遜
抄
本
誤
作
、道
、
今
従
刊
本
。

7
覆
嘗
作
殿
。

果
英
1
l
l
あ
ぎ
な
は
茂
貫
ー
ー
が
い
っ
た
、

政
方
針
を
一
示
す
〉
協
令
を
明
確
に
し
て
お
く
べ
き
で
、
か
な
ら
ず
し
も

、

「
政
治
は
そ
の

施

""".87 -

刑
罰
を
き
び
し
く
し
て
威
巌
づ
け
を
す
る
こ
と
は
な
い
で
す
ね
に

先
生
、
「
競
令
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
う
え
に
、
刑
罰
も
ゆ
る
め

て
は
い
け
な
い
。
も
し
も
刑
罰
を
は
ア
き
り
さ
せ
な
け
れ
ば
、
い
わ

ゆ
る
競
令
も
た
だ
壁
に
掛
け
た
飾
り
物
に
す
ぎ
ん
。
法
を
守
ら
ず
し

て
わ
が
政
治
の
道
を
ふ
さ
ぐ
よ
り
、
一
人
を
懲
ら
し
め
て
百
人
の
戒

め
と
す
る
ほ
う
が
い
い
し
、
ゴ
ー
ル
の
と
こ
ろ
で
検
査
取
調
べ
の
め

ん
ど
う
を
み
る
よ
り
、
ス
タ
ー
ト
の
と
こ
ろ
で
巌
重
に
や
っ
て
犯
罪

を
な
く
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
ほ
う
が
い
い
。
大
き
い
事
を
や
る
場
合
、

小
さ
な
憐
み
を
心
が
け
る
と
い
う
乙
と
で
い
い
も
ん
か
ね
。
」
楊
道
夫

〔
呉
英
茂
賓
〕

茂
寅
は
あ
ざ
な
、
都
武
軍
の
ひ
と
。
紹
興
三
十
年
(
二
六



228 

O
〉
の
進
士
(
『
宋
元
事
案
』
轡
六
十
九
〉
。
ー
抄
本
の
み
が
こ
の
一
擦
を

「
知
湾
州
」
の
項
に
政
め
て
い
る
こ
と
に
鎌
り
、
朱
煮
の
知
湾
州
期
の
知

友
な
い
し
門
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
こ
の
人
物
は
語
類

中
の
他
の
部
分
に
は
現
わ
れ
な
い
。

〔
鋭
令
〕
指
揮
・
命
令
を
い
う
。
確
乎
た
る
方
針
に
も
と
づ
く
施
政
綱
領
の

宣
言
な
ど
を
い
う
か
。

〔
既
:
:
:
亦
:
:
:
〕

:
:
t
で
あ
，る
う
え
に
・
:
:
で
も
あ
る
。

〔
塘
壁
〕
「
塙
」
も
か
べ
(
俗
語
。
現
代
語
も
同
じ
)
。

〔
輿
其
不
遜
以
梗
吾
治
云
ミ
〕
以
下
の
四
句
は
銃
成
の
文
章
で
あ
ろ
う
。
詔

救
か
法
典
で
あ
ろ
う
が
、
出
血
ハ
未
詳
。
「
梗
」
は
ふ
さ
ぐ
。
「
販
賓
」
は

事
賞
を
確
か
め
る
。

制
問
。
欲
行
経
界
本
末
。
目
。
本
一
官
員
姓
唐
上
肢
論
及
此
。
尋
行

下
樟
・
泉
二
州
相
度
。
本
州
申
以
震
可
行
。
市
泉
州
顔
尚
書
操
雨
可

之
説
。
致
廟
堂
疑
威
。
却
是
因
黄
伯
番
輪
関
再
論
。
其
割
子
末
極
好
。

如
云
今
日
以
天
下
之
大
。
公
卿
百
官
之
衆
。
商
量
一
経
界
。
三
年
而

不
成
。
使
更
有
大
於
此
者
。
持
若
之
何
。
上
如
其
請
。
即
時
付
出
三

省
。
宰
執
奏
請
又
止
。
且
行
於
津
州
。
且
事
嘗
論
是
非
。
若
経
界
果

可
行
。
嘗
行
於
三
州
。
若
不
可
行
。
則
皆
嘗
止
。
津
興
泉
・
汀
接
壌
。

①

③

 

今
猫
行
於
樺
州
。
果
何
謂
。
某
云
。
今
農
務
己
輿
。
乃
差
官
措
置
。

堂
是
行
経
界
之
時
。
去
冬
好
行
。
乃
不
行
。
廟
堂
何
不
略
思
。
目
。

今
日
諸
公
正
是
如
此
褒
樫
過
。
故
倣
到
公
卿
。
如
少
有
所
思
。
則
必

至
鰯
醍
。
安
得
身
如
此
之
安
。
若
放
此
心
於
天
地
問
。
公
卒
慮
置
。

@
 

則
何
事
不
可
帰
。
去
年
上
朝
廷
文
字
。
及
後
来
抗
洞
請
。
皆
有
後
時

之
慮
。
今
日
却
非
避
事
。
可
撃

校
注
:
1
行
字
抄
本
誤
脱
、
以
刊
本
補
。

3
抗
下
疑
有
誤
脱
。

2
差
抄
本
誤
作
差
、
従
刊
本
。

「
鰹
界
法
を
賓
施
し
よ
う
と
さ
れ
た
顧
末
は
。
」

お
か
み

(
先
生
が
)
い
わ
れ
た
、
「
も
と
も
と
唐
と
い
う
官
人
が
天
子
の
御

問
う
、

前
で
こ
の
こ
と
を
問
題
に
し
、

ょ
う
指
令
が
下
り
た
の
だ
。
嘗
州
ハ
湾
州
)
で
は
、
寅
施
し
て
よ
ろ
し

つ
づ
い
て
津
・
泉
二
州
に
考
慮
す
る

- 88ー

い
旨
の
答
申
を
し
た
が
、
泉
州
知
事
の
顔
尚
書
(
顔
師
魯
〉
ど
の
が
ど

ち
ら
で
も
よ
い
と
い
う
意
見
だ
っ
た
の
で
、
廟
堂
の
疑
惑
を
ま
ね
い

お
か
み

た
。
と
こ
ろ
が
、
黄
伯
番
(
賀
支
〉
ど
の
が
輪
番
で
天
子
の
ご
下
聞

に
答
え
た
際
に
、
議
論
を
む
し
か
え
し
た
。
そ
の
割
子
の
末
尾
が
た

ζ

ん
に
ち

い
へ
ん
い
い
o
l
-
-
『
今
日
、
か
く
も
贋
大
な
天
下
を
擁
し
、
か
く

も
お
お
、
ぜ
い
の
大
臣
・
文
武
官
が
集
ま
り
な
が
ら
‘

た
か
が
経
界
法

一
つ
を
相
談
し
て
、
そ
れ
が
三
年
が
か
り
で
形
を
成
さ
な
い
の
な

ら
、
こ
れ
よ
り
大
き
な
問
題
が
起
き
た
場
合
、
い
っ
た
い
ど
う
な
さ

お
か
み

い
ま
す
』
と
い
っ
た
と
こ
ろ
な
ん
か
ね
。
天
子
は
か
れ
の
要
請
ど
お

三
省
に
指
示
し
て
委
任
さ
れ
た
。

り
す
る
こ
と
に
さ
れ
、

p
u、

配
日
申
Bm



(
と
こ
ろ
が
)
政
府
首
脳
が
上
奏
し
て
ま
た
も
取
り
止
め
に
な
り
、
湾

州
で
賓
施
す
る
か
た
わ
ら
、
事
の
是
非
を
論
ず
べ
し
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
。
も
し
も
経
界
法
が
ほ
ん
と
に
賓
施
し
て
よ
い
も
の
な
ら
、

三
州
生
も
貫
施
す
る
べ
き
だ
し
、
も
し
寅
施
し
て
い
け
な
い
も
の
な

ら
、
三
州
と
も
取
り
止
め
る
べ
き
だ
。

湾
州
は
泉
・
汀
二
州
と
境
界

つ
づ
き
な
の
に
、
い
ま
津
州
に
だ
け
寅
施
す
る
と
い
う
の
は
、
い
っ

た
い
ど
う
い
う
つ
も
り
だ
ろ
う
。
わ
た
く
し
は
申
し
あ
げ
た
、

だ
い
ま
は
も
う
農
作
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
の
に
、
役
人
を
さ
し
む
け

て
慮
置
な
さ
る
。
経
界
法
を
寅
施
す
る
べ
き
時
期
で
し
ょ
う
か
。
昨

年
の
冬
な
ら
寅
施
に
好
つ
ご
う
で
し
た
、
そ
れ
な
の
に
責
施
さ
れ
ま

せ
ず
、
廟
堂
で
は
ど
う
し
て
少
し
も
考
慮
し
て
い
た
だ
け
な
か

っ
た

の
で
し
。占
う
』
と
ね
。
」

(
ま
た
〉
い
わ
れ
た
、
「
こ
の
節
じ
ゃ
ど
な
た
も
こ
の
と
お
り
の
ら

り
く
ら
り
と
や
っ
て
ご
ざ
る
。
だ
か
ら
大
臣
に
ま
で
な
れ
る
の
さ
。

も
し
ち
ょ
っ
と
で
も
思
慮
分
別
が
あ
る
と
、
き
っ
と
障
碍
に
ぶ
つ
か

り
、
あ
あ
い
う
ぐ
あ
い
に
身
が
安
泰
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
。

も
し
こ
の
心
を
天
地
の
聞
に
お
し
ひ
ろ
げ
て
公
正
に
鹿
理
す
る
な
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ら
、
な
ん
だ
っ
て
や
っ
て
よ
く
な
い
事
な
ど
あ
る
も
ん
か
。
昨
年
、

そ
の
後
救
命
に
抗
し
て
奉
洞
の
官
を
要
請
し

上
奏
文
を
奉
っ
た
り
、

E 司

た

た
り
し
た
の
は
、
い
ず
れ
も
時
期
を
失
す
る
心
配
が
あ
っ
た
か
ら
で
、

こ
ん
に
ち
は
不
測
の
事
を
回
避
し
て
る
時
で
は
な
い
。
」
釦
可
事

，

経
界
法
賞
施
に
闘
す
る
朱
子
の
文
章
に
、
「
係
奏
経
界
状
」
(
『
朱
文
公

文
集
』
倉
十
九
段
〉
お
よ
び
「
経
界
申
諸
司
扶
」
「
再
申
諮
司
吠
」

、「回

申
縛
運
司
乞
候
冬
季
打
量
状
」
(
同
省
二
十
一
日
収
)
が
あ
る
。

〔
姓
唐
云
ミ
〕
詳
し
い
事
貨
は
わ
か
ら
な
い
。『
宋
曾
要
』
食
貨
六
(
経
界
)

'も
省
時
に
関
す
る
部
分
は
紋
落
し
て
い
る
。

〔
泉
州
〕
福
建
路
に
麗
し
、
海
州
の
東
に
隣
接
す
る
州
、
現
在
の
泉
州
市
を

中
心
と
す
る
。

〔
相
度
〕
考
慮
す
る
(
吏
腕
語
μ
。

〔
顔
筒
書
〕
吏
部
向
霊
園
の
顔
師
魯
(
一
一
一
一
九
九
三
〉
。
あ
ざ
な
は
希
宴
、

滋
州
龍
渓
燃
の
ひ
と
。
紹
興
年
間
の
進
土
で
、
礎
部
お
よ
び
吏
部
侍
郎
を

へ
て
変
部
向
書
に
至
り
、
晩
年
に
知
泉
州
を
二
期
つ
と
め
る
(
『
宋
皮
』

倉
三
八
九
)
。

〔
廟
堂
〕
天
子
を
中
心
と
す
る
政
府
中
極
、
す
な
わ
ち
御
前
曾
議
を
い
う
。

〔
糞
伯
者
〕
伯
番
は
策
支
の
あ
ざ
な
。
輿
化
軍
青
田
懸
の
ひ
と
。
乾
道
年
間

の
進
士
。
光
宗
朝
に
名
儒
と
し
て
嘉
王
府
の
質
譲
(
議
書
が
か
り
〉
に
推

摩
さ
れ
、
の
ち
寧
宗
朝
の
刑
部
侍
郎
に
至
る
(
『
宋
元
皐
案
補
選
』
昌
也
七

F

十
九
三

〔
輪
劉
〕
重
臣
、
が
一
定
サ
イ
ク
ル
で
天
子
に
進
言
す
る
制
度
。
宋
・
越
升

『
朝
野
類
-
要
』
〈
知
不
足
策
幾
重
国
政
〉
倉
一
・
輪
桝
到
に
い
う
、
「
自
侍
従

以
下
、
五
日
輪
一
員
上
殿
、
謂
之
輪
、
嘗
面
潟
、
則
必
入
時
政
或
利
便
劉

子
、
若
肇
諌
、
則
謂
之
有
本
職
公
事
、
若
三
街
大
帥
、
謂
之
執
杖
子
奏
事
。
」

〔
劉
子
〕
上
奏
文
書
、
公
式
文
書
を
い
う
。
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〔
付
出
〕
「
付
」
は
委
付
〈
委
任
す
る
〉
、
内
な
る
廟
堂
の
決
定
結
果
を
外
な

る
執
行
機
関
に
委
任
す
る
か
ら
「
付
出
」
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

〔
三
省
〕
一
般
に
は
中
書
・
門
下
・
向
書
の
三
省
を
い
う
が
、
南
宋
に
お
け

る
こ
の
語
は
、
最
高
政
務
執
行
機
関
と
い
っ
た
、
総
合
的
名
稽
と
こ
こ
ろ

え
て
よ
い
。

〔
且
:
:
:
且
;
:
:
〕

E
諾
の
「
一
途
(
函
)
・
:
:
一
透
(
面
)
:
:
:
」
に
相

賞
す
る
文
言
的
表
現
。

〔
某
云
云
ミ
〕
朱
煮
の
「
回
申
縛
運
司
乞
候
冬
季
打
量
欣
」
(
『
朱
文
公
文
集
』

昌
也
二
十
一
枚
〉
に
も
い
う
、
「
煮
自
去
年
累
次
申
請
、
亦
欲
秋
成
之
後
、

卸
便
打
量
、
東
作
之
前
、
次
第
了
畢
、
:
:
:
目
今
雌
然
方
是
正
月
中
旬
、

然
関
南
地
媛
、
管
下
回
土
、
総
及
冬
春
之
交
、
民
間
己
是
耕
傘
、
若
於
此

時
施
行
、
不
惟
有
効
農
務
、
而
春
月
雨
水
常
多
、
原
野
泥
淳
、
恐
亦
難
得

隠
期
了
畢
:
:
・
。
」

〔
褒
纏
過
〕
の
ら
り
く
ら
り
と
い
い
加
減
で
す
ま
す
こ
と
。
お
茶
を
に
ご

す
意
。
「
栢
褒
過
」
と
い
う
表
現
も
同
じ
(
現
代
語
で
も
「
混
過
去
」

と
い
う
〉
。
『
語
類
』
省
一
一
一
九
・
本
朝
に
い
う
、
「
隔
之
僻
章
、
乃
起

於
燭
帝
、
進
士
科
至
不
成
科
目
、
故
途
変
溜
至
唐
、
及
本
朝
、
然
後
此

理
復
明
正
。
」
(
隔
の
文
慢
は
場
帝
に
は
じ
ま
り
、
進
土
科
で
そ
れ
が
科

目
に
な
ら
な
く
な
り
、
だ
か
ら
そ
の
ま
ま
唐
ま
で
だ
ら
だ
ら
と
や
っ
て
来

て
、
わ
が
宋
朝
に
な
っ
て
は
じ
め
て
こ
の
理
が
ふ
た
た
び
明
正
に
な
っ

た
。
)

〔
抗
澗
請
〕
校
注
に
記
し
た
よ
う
に
、
こ
の
ま
ま
で
は
お
そ
ら
く
讃
め
ま
い
。

「
洞
講
」
を
名
詞
(
車
中
記
官
要
請
)
に
と
る
の
も
む
り
な
よ
う
に
お
も
わ

れ
る
。
い
ち
ば
ん
納
得
さ
れ
る
形
は
「
抗
旨
爵
洞
」
で
あ
ろ
う
。

〔
後
時
〕
時
機
を
失
す
る
。
も
っ
と
も
こ
の
語
は
後
刻
の
意
に
も
用
い
る
。

働
組
界
料
半
年
便
都
了
。
以
半
年
之
勢
市
革
数
百
年
之
脚
。
且
未
設

③
 

到
久
。
亦
須
四
五
十
年
。
未
便
卒
壊
。
忍
者
若
行
。
則
令
四
豚
特
作

四
棲
。
以
貯
簿
籍
。
州
特
作
一
棲
。
以
貯
四
鯨
之
園
帳
。
不
興
他
文

書
混
。
闇
群
皆
日
不
可
者
。
只
是
一
様
人
田
多
税
少
。
便
造
読
嘩
嚇

@
 

以
震
必
有
害
無
利
。
一
様
人
是
俸
傍
慨
倣
事
。
却
被
那
人
設
所
認
。

建
合
辞
以
篤
不
可
。
其
下
者
因
翁
然
従
之
。
或
日
。
亦
是
民
間
多
無

@
 

目
。
十
分
倣
一
分
無
契
。
此
只
一
端
耳
。
況
某
亦
許

契
。
故
恐
耳
。

無
契
者
来
自
陳
。
或
日
。
只
援
民
戸
見
在
因
。
不
必
索
契
。
如
何
。

目
。
如
此
則
起
無
限
争
訟
。
必
索
契
。
則
無
限
争
訟
逼
失
。
今
之
魚

鯨
。
員
有
愛
民
之
心
者
十
人
。
則
十
人
以
経
界
矯
利
。
無
意
於
民
者

十
人
。
則
十
人
以
経
界
震
害
。
今
之
民
只
数
貧
者
納
税
。
富
者
自
在
。
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枚
目
置
回
。

不
要
納
税
。

如
此
則
人
便
道
好
。

不
)1慎

更
無
些
事
。

他
。
便
稽
煩
震
賢
守
。

淳

校
注
:
1
努
下
抄
本
有
後
去
二
字
、
今
従
刊
本
刷
。

3
人
字
無
。

4
某
抄
本
誤
作
其
、
今
従
刊
本
。

2
薮
者
二
字
無

経
界
法
は
半
年
で
す
べ
て
け
り
が
つ
く
見
こ
み
だ
っ
た
。
牟
年
の

苦
第
で
敷
百
年
の
弊
害
が
改
革
さ
れ
る
。
ま
あ
遠
い
先
の
こ
と
は
と

も
か
く
、
き
っ
と
四
、
五
十
年
。
聞
は
お
い
そ
れ
と
急
に
は
だ
め
に



し
に
く
い
だ
ろ
。
こ
の
た
び
も
し
賓
施
歩
る
場
合
は
、
(
管
下
の
)
四

つ
の
豚
に
特
別
の
棲
屋
を
四
つ
(
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
)
つ
く
ら
せ
て
帳
簿

を
貯
醸
し
、
州
に
は
特
別
の
棲
屋
を
一
つ
つ
く
ら
せ
て
四
つ
の
鯨
の

園
面
帳一

(
土
地
裏
帳
〉
を
貯
醸
し
、

他
の
書
類
と
ご
っ
ち
ゃ
に
さ
せ

な
い
。
州
全
置
で
い
け
な
い
と
い
う
も
の
は
、
こ
ん
な
連
中
だ
け
な

の
だ
|
|
一
つ
の
タ
イ
プ
は
田
地
を
た
く
さ
ん
所
有
し
な
が
ら
租
税

が
少
な
い
も
の
、
だ
か
ら
デ
マ
を
飛
ば
し
て
か
な
ら
ず
害
あ

っ
て
盆

な
き
も
の
だ
と
い
っ
て
お
ど
す
。

一
つ
の
タ
イ
プ
は
必
討
を
い
と
う
め

ん
ど
う
が
り
屋
で
、

や
つ
ら
の
い
う
こ
と
に
だ
ま
さ
れ
、
そ
こ
で
口

を
合
わ
せ
て
い
か
ん
と
い
い
、
そ
の
下
に
つ
い
て
る
も
の
が
一
斉
に

従
う
の
だ
。
」

あ
る
人
が
い
っ
た
、

「
人
民

ρ間
で
は
た
い
て
い
誼
文
が
な
い
の

で
、
お
っ
か
な
が
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
よ

「
十
人
に
一
人
の
割
で
謹
文
が
な
い
け
れ
ど
、
こ
れ
は

ほ
ん
の
一
端
に
す
ぎ
ん
。
ま
し
て
、
わ
た
し
だ
っ
て
誼
文
の
な
い
も

(
先
生
〉

の
に
は
自
分
で
申
告
に
来
る
こ
と
を
認
め
て
る
ん
だ
。
」

あ
る
人
が
い
っ
た
、
「
民
戸
の
現
在
の
田
地
だ
け
を
問
題
に
し
て
、

か
な
ら
ず
し
も
詮
文
を
出
せ
と
い
わ
ぬ
こ
と
に
す
れ
ば
、
ど
う
で
し
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ょ
AbJ
。」

(
先
生
)

「
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
、

敷
か
、ぎ
り
な
く
訴
訟
事
件

が
起
き
る
。
あ
く
ま
で
誼
文
を
出
せ
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
け
ば
、

い
ま
の
鯨
知
事
で
、
ほ
ん

と
に
民
を
愛
す
る
心
の
も
ち
主
で
あ
る
な
ら
、
十
人
が
十
人
と
も
-

経
界
法
を
有
盆
な
も
の
と
す
る
だ
ろ
う
し
、
民
に
謝
し
て
心
な
い
も

，

の
な
ら
、
十
人
が
十
人
と
も
、
経
界
法
を
有
害
な
も
の
と
す
る
。
い
ま

こ
の
数
か
ぎ
り
な
い
訴
訟
が
な
く
な
る
。

の
鯨
知
事
は
、
貧
乏
人
に
だ
け
税
を
納
め
さ
せ
、
金
持
ち
は
気
楽
に

さ
せ
と
い
て
、
田
地
を
召
し
あ
げ
た
り
買
い
入
れ
た
り
し
て
、
税
を

納
め
な
く
て
い
い
の
だ
。
そ
う
し
て
お
け
ば
結
構
で
す
と
い
っ
て
、
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ま
る
く
お
さ
ま
っ
て
る
。
か
れ
ら
(
貧
乏
人
)
の
い
う
こ
と
を
聞
か
な

け
れ
ば
、
名
知
事
と
讃
え
ら
れ
る
の
さ
に

陳
淳

〔
都
了
〕
了
は
動
調
。

〔
蕊
者
〕
こ
の
た
び
・
今
次
。
や
や
お
も
お
も
し
い
あ
ら
た
ま
っ
た
表
現
で

あ
る
。

〔
四
豚
〕
湾
州
管
下
の
四
腕
脚
。
す
な
わ
ち
、
龍
渓
・
湾
浦
・
龍
巌
・
長
泰
。

〔
闘
帳
〕
団
地
の
測
量
圏
を
え
が
い
た
土
地
牽
帳
。

〔
一
様
人
〕
「
一
様
」
は
一
種
、
「
一
般
」
に
同
じ
。
な
お
、
上
の
「
只
是
」

は
朱
煮
の
答
え
の
お
わ
り
ま
で
か
か
る
。

〔
造
設
〕
デ
マ
を
と
ば
す
。

〔
嘩
嚇
〕
お
ど
す
。

「
晩
(
説
〉
磁
」
と
同
意
の
俗
語
で
あ
ろ
う
。

〔
無
限
争
訟
〕
「
無
限
」
は
無
数
の
意

(次
篠
に
も
み
え
る
)
。
「
ど
こ
ま
で
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や
っ
て
も
結
着
の
つ
か
ぬ
(
迷
宮
入
り
ど
訴
訟
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
が
、
そ
れ
な
ら
ふ
つ
う
「
波
(
無
)
頭
脳
」
が
使
用
さ
れ
る
。

〔
自
在
〕
束
縛
さ
れ
ず
自
由
な
こ
と
。

〔
牧
田
置
回
〕

「牧
」
は
手
に
入
れ
る
意
だ
が
、
借
金
が
返
済
で
き
ぬ
も
の

か
ら
、
波
牧
す
る
場
合
を
さ
す
の
で
な
い
か
。

「
置
」
は
不
動
産
を
買
う

こ
と
(
現
代
語
も
お
な
じ
)
。

〔
索
〕
提
出
を
も
と
め
る
。

〔
道
好
〕
「
道
」
は
い
う
。

〔
不
順
他
〕
「
他
」
は
貧
乏
人
を
さ
す
、

と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

側
因
論
経
界
目
。
只
著
一
私
字
。
便
生
無
限
校
節
。
或
問
。
程
子
興

①
 

五
十
里
采
地
之
説
。
如
何
。
目
。
人
之
心
無
窮
。
只
恐
輿
五
十
里
。

@
 

他
又
要
一
百
里
。
興
一
百
里
。
他
文
要
二
百
里
。
淳

校
注
・

1
采
抄
本
誤
作
来
。

2
二
抄
本
原
作
三
、
疑
非
。
均
体
悦
刊
本
。

経
界
法
を
議
論
さ
れ
た
つ
い
で
に
い
わ
れ
た
、

「ち
ょ
い
と
，
私
。

が
加
わ
る
だ
け
で
、
敷
か
ぎ
り
な
く
や
や
こ
し
い
こ
と
が
起
き
る
も

の
だ
。
」

あ
る
人
が
た
ず
ね
た
、

「
程
子
の

『
方
五
十
里
の
采
領
地
を
輿
え

る
』
と
い
う
読
は
ど
う
で
す
か
。
」

一
人
の
心
は
移
貼
し
ら
ず
だ
。
方
五
十
里
を
輿
与
え
り
ゃ

こ
ん
ど
は
方
百
里
を
欲
し
が
る
、
方
百
里
を
輿
え
り
ゃ
、
こ
ん
ど
は

(
先
生
〉

方
二
百
里
を
欲
し
が
る
じ
ゃ
な
い
か
な
。」
陳
淳

〔ロ
ハ著

一
私
字
〕
「
著
」
は
つ
け
る
・
加
え
る
の
意
(
俗
語
)
。

〔
枝
笥
〕
も
め
ご
と
・
紛
糾
。
も
の
ご
と
が

一
す
じ
に
ゆ
か
ぬ
こ
と
。

〔
程
子
説
〕
『
程
子
遺
蛮
E
倉一

O
(蘇
附
の
記
録
)
に
み
え
る
が
、
賓
は

よ
く
わ
か
ら
な
い
o
l
-
-
二
程
問
、
官
戸
古
田
遇
制
者
如
何
、
如
文
、
曾

有
回
極
多
、
只
消
奥
五
十
里
采
地
、
盛
多
、
(
二
程
兄
弟
い
ず
れ
か
、
記

録
者
の
記
憶
が
た
し
か
で
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
ー
が
問
わ
れ
た
、
「
官

戸
の
古
田
で
規
定
を
超
え
て
い
る
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
文
面

ど
お
り
な
ら
、
と
て
も
た
く
さ
ん
の
田
地
を
も
っ
て
い
た
ん
だ
。
方
五
十

里
の
采
領
地
を
奥
え
て
お
き
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
な
ん
だ
。
」
〉

側
先
生
於
州
治
射
堂
之
後
園
。
重
篤
井
字
九
匡
。
中
巨
石
麓
震
高
壇
。

①
 

中
之
後
区
魚
茅
庵
。
庵
三
牌
。
左
腺
極
信
用
泰
卦
。
右
信
用
否
卦
。
後
鴛

復
卦
。
前
扇
震
剥
卦
。
庵
前
接
魚
小
屋
。
前
匡
震
小
茅
亭
。
左
右
三

匿
。
各
列
植
桃
李
雨
間
以
梅
。
九
匿
之
外
。
園
緯
植
竹
。
是
日
遊
其
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問
。
笑
謂
諸
生
日
。
上
有
九
時
・
八
卦
之
象
。
下
有
九
丘
・
八
陣
之

法
。
淳校

注
:
1
茅
作
茄
。

先
生
は
(
湾
)
州
奉
行
所
の
、
射
撃
道
場
の
う
ら
庭
に
、
井
の
字

型
の
九
つ
の
匿
劃
を
つ
く
ら
れ
た
。
中
央
の
匡
劃
は
石
墨
み
づ
く
り

か
や

の
高
壇
に
し
て
あ
り
、
中
央
奥
の
区
劃
に
は
茅
ぶ
き
の
庵
を
つ
く
り
、



庵
に
は
三
面
の
窓
が
あ
る
。
左
側
の
窓
格
子
は
泰
の
卦
、
右
側
は
否

の
卦
、
後
方
は
復
の
卦
で
、
正
面
の
扉
は
剥
の
卦
で
あ
る
。
庵
の
、前

方
は
小
さ
な
建
物
に
つ
づ
い
て
い
る
。
(
中
央
)
前
方
の
匡
劃
に
は

小
さ
な
茅
ぶ
き
の
亭
が
つ
く
ら
れ
、
左
右
の
三
つ
の
医
劃
に
は
、
そ

す
も
も

れ
ぞ
れ
桃
と
李
の
木
を
植
え
な
ら
ベ
、
梅
の
木
が
ま
じ
え
て
あ
る
。

九
つ
の
匡
劃
の
外
ま
わ
り
に
は
、
竹
を
植
え
め
ぐ
ら
し
で
あ
る
。
こ

の
目
、
そ
こ
に
遊
ば
れ
た
先
生
は
、
笑
っ
て
皐
生
た
ち
に
い
わ
れ
た
、

し
よ
う

「
上
に
九
時
八
卦
の
象
あ
り
、
下
に
九
丘
八
陣
の
法
あ
り
、
」
陳
淳

〔
石
埜
〕
石
だ
た
み
・
し
き
石
。

〔
前
扇
〕
「
扇
」
は
門
扉
。
観
音
び
ら
き
な
ら
雨
扇
門
、
片
と
び
ら
な
ら
一

扇
門
と
い
う
ふ
う
に
、
量
詞
に
も
用
い
ら
れ
る
。

〔九
回附
〕
天
下
の
政
治
を
行
な
う
に
必
要
な
九
種
の
原
理
。
五
行
・
五
事
・

八
政

・
五
紀
な
ど

ハ
『
書
経
』
洪
範
に
み
え
る
)
。

〔
九
丘
〕
中
圏
全
土
を
意
味
す
る
九
州
。

『
寝
名
』
稗
典
襲
に
「
丘
は
匿
な

り
」
と
L
ぅ
。

、

〔
八
陣
〕
諮
葛
亮
が
案
出
し
た
八
つ
の
戟
闘
僅
勢
。
語
類
・
省
二
三
ハ
(
歴

代
〉
に
は
八
陣
圃
に
闘
す
る
討
論
が
あ
る
。
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帥
先
生
除
江
東
漕
。
僻
菟
。
文
蔚
問
。
高
一
一
小
容
僻
菟
。
則
嘗
如
何
。

目
。
事
便
是
如
此
。
安
排
不
得
。
此
己
僻
了
。
而
今
事
却
在
他
。
這

裏
如
何
預
先
安
排
得
。
文
蔚

に
任
命
さ
れ
、
酔

先
生
、
が
江
東
路
の
長
官
(
江
南
東
路
縛
運
副
使
)

退
さ
れ
て
お
役
ご
菟
に
な
ら
れ
た
。

わ
た

く

し

い

つ

文
蔚
が
た
ず
ね
た
、
「
寓
が
一
、
酔
兎
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、

ど
う
な
さ
る
は
ず
で
し
た
か
。
」

〈
先
生
)

「
よ
し
ん
ば
そ
う
い
う
事
態
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
こ

ち
ら
で
膳
立
て
は
で
き
ぬ
。
こ
の
件
は
も
う
僻
退
し
ち
ま
っ
て
る
の

だ
。
い
ま
や
事
は
あ
ち
ら
ま
か
せ
だ
。
こ
ち
ら
で
あ
ら
か
じ
め
膳
立

て
な
ど
で
き
る
も
ん
か
ね
。
」
陳
文
蔚

〔
江
東
漕
〕

「
江
東
」
は
江
南
東
路
♂
「
潜
使
」
は
路
の
四
長
官
の
て
民

事
・
財
政
を
つ
か
さ
ど
る
縛
運
使
、
た
だ
し
こ
の
場
合
は
勝
運
副
使
。
朱

蕪
が
江
南
東
路
柏
崎
運
副
使
に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
淳
照
十
六
年
(
一
一
八

九
)
の
秋
八
月
で
あ
る
。
か
れ
は
た
だ
ち
に
辞
退
の
上
奏
文
を
提
出
、
そ

れ
が
認
め
ら
れ
ず
、
各
十
月
に
急
ぎ
赴
任
せ
よ
と
の
沙
汰
が
あ
り
、
ふ
た

た
び
辞
退
の
手
つ
づ
き
を
と
っ
た
が
、
つ
い
に
十
一
月
あ
ら
た
め
て
知
溜

州
の
任
命
を
う
け
た
ハ
質
は
、
こ
の
場
合
も
僻
退
の
上
奏
文
を
提
出
し
た

が
、
結
局
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
Y
以
上
は
年
譜
に
竣
る
。

〔
文
蔚
〕
こ
の
僚
の
記
録
者
、
陳
文
蔚
。
あ
ざ
な
は
才
卿
、
信
州
上
儀
燃
の

ひ
と
。
容
頭
の
「
語
録
姓
氏
」
に
よ
れ
ば
一
一
八
八
年
以
後
の
記
録
者
、

こ
の
年
に
余
大
雅
~
一
一
一
一
一
八
|
八
九
〉
の
紹
介
に
よ
り
崇
安
で
入
門
、

翌
年
九
月
ふ
た
た
び
朱
門
を
訪
う
た
と
き
、
た
ま
た
ま
余
大
雅
の
鴎
郷
を

見
迭
り
、
そ
れ
が
最
後
の
別
れ
と
な
っ
た
。

h

使
是
〕
た
と
え
(
俵
定
法
の
俗
語
助
字
)
。
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〔
安
排
〕
手
配
す
る
。
「
動
詞
+
不
得
L

は
不
可
能
の
意
を
示
す
(
既
出
〉
。

〔
此
〕
「
こ
の
件
」
と
調
押
し
た
が
、
「
嘗
方
」
の
意
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

①
 

倒
詣
皐
。
皐
官
以
例
講
書
。
開
謂
諸
生
日
。
且
須
看
他
古
人
道
理
意

②
 

思
如
何
。
今
却
只
倣
得
一
篇
文
字
誼
了
。
墓
他
古
人
道
理
意
思
慮
。

都
不
曾
見
。
道
夫

校
注
:
以
下
六
係
、
倶
係
抄
広
倉
一

O
六
(
外
任
)
所
閥
、
以
刊
本
補
。

此
篠
見
抄
本
容
二
二
(
論
官
)
。

1
詣
誤
作
諸
。

2
整
作
至
。

(
先
生
が
)
州
皐
に
行
か
れ
た
。
皐
官
が
し
き
た
り
で
経
書
の
講
義

を
し
た
。
(
先
生
は
)
闘
っ
て
来
て
皐
生
た
ち
に
い
わ
れ
た
、
「
と
に

か
く
必
ら
ず
い
に
し
え
び
と
の
道
理
・
こ
こ
ろ
が
ど
う
で
あ
る
か
を

見
る
こ
と
だ
。

今
じ
ゃ
た
だ
一
篇
の
文
章
と
し
て
誼
む
だ
け
に
な

り
、
い
に
し
え
び
と
の
道
理
・
こ
こ
ろ
の
存
す
る
と
こ
ろ
へ
は
、
ま

る
で
眼
が
注
が
れ
て
お
ら
ん
。
」
楊
道
夫

〔
意
思
〕
現
代
語
も
そ
う
で
あ
る
が
、
寸
意
味
」
「
き
も
ち
」
「
こ
こ
ろ
ば

え
」
な
ど
、
か
な
り
慶
汎
な
概
念
を
包
括
す
る
。
こ
こ
は
か
な
り
重
い
用

法
か
。

〔
望
〕
方
向
を
し
め
す
助
字
。
抄
本
の
「
至
」
で
も
遇
ず
る
が
、
至
が
望
に

誤
骨
持
さ
れ
る
方
向
は
考
え
に
く
い
の
で
、
い
ま
は
従
わ
な
い
。

側
先
生
熟
聞
知
録
越
師
虚
之
潟
人
。
試
之
政
事
。
又
得
其
寅
。
設
首

孝
之
。
其
詞
目
。
履
行
深
醇
。
持
心
明
恕
。
問
者
莫
不
心
服
。

校
注
:
此
傑
見
抄
本
容
一

O
七
(
内
任
)
、
文
向
。

先
生
は
知
録
の
趨
師
虚
の
人
物
に
つ
い
て
よ
く
聞
い
て
お
ら
れ
、

試
し
に
行
政
の
質
務
を
や
ら
せ
、
さ
ら
に
そ
の
質
力
を
も
た
し
か
め

道
夫

ら
れ
た
の
で
、

ト
ッ
プ
に
推
聞
草
さ
れ
た
。
そ
の
推
薦
の
こ
と
ば
に
い

ぅ
、
「
履
行
深
醇
ニ
シ
テ
、

心
ヲ
持
ス
ル
コ
ト
明
恕
タ
リ
。
」
聞
く
も

の
は
み
な
心
か
ら
納
得
し
た
。
楊
道
夫

〔
知
録
〕
知
録
事
参
軍
事
、
州
の
線
務
課
次
長
(
銃
出
倒
燦
)
。

〔
越
師
慮
〕
未
詳
。

〔
試
之
政
事
〕
行
政
能
力
を
テ
ス
ト
す
る
た
め
、
そ
の
方
面
の
質
務
を
や
ら

せ
る
。
つ
ま
り
試
補
で
あ
る
。

〔
皐
之
〕
い
わ
ゆ
る
「
保
摩
」
で
あ
る
。
試
補
の
賓
績
に
よ
り
、
長
官
が
保

設
し
て
推
奉
す
る
ケ
l
ス
で
、
推
翠
さ
れ
た
も
の
は
か
く
て
正
式
の
高
等

官
に
な
る
(
宮
崎
市
定
「
宋
代
の
士
風
」
l
ア
ジ
ア
史
研
究
・
第
回
収
可

〔
明
恕
〕
『
左
停
』
隠
公
三
年
に
い
う
、
「
明
恕
市
行
、
要
之
以
種
。」
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制
因
論
湾
・
泉
行
経
界
事
。
偲
来
得
人
。
勢
亦
着
倣
。
古
人
立
事
。

亦
硬
猪
首
着
倣
。
以
死
纏
之
而
己
。
韓
親
公
作
相
。
温
公
在
言
路
。

凡
事
頗
不
以
貌
公
篤
然
。
親
公
甚
被
他
激
揖
。
後
来
温
公
作
貌
公
洞

堂
記
。
却
説
得
競
公
事
分
明
。
見
得
貌
公
不
可
及
慮
。
温
公
方
心
服

他
。
記
中
所
載
貌
公
之
言
日
。
凡
篤
人
臣
者
。
壷
力
以
事
君
。
死
生



以
之
。
顧
事
之
是
非
何
郎
耳
。
至
於
成
敗
天
也
。
宣
可
猿
憂
其
不
成
。

途
轍
不
篤
哉
。
公
魚
此
言
時
。
乃
仁
宗
之
末
。
英
宗
之
初
。
蓋
朝
廷

多
故
之
時
也
。
必
大
O
人
傑
録
云
。
莱
在
臨
滋
。
欲
行
経
界
。
只
尋
得
善
熱

者
数
人
任
之
。
大
抵
立
事
。
須
要
人
才
。
若
人
才
難
得
。
不
成
使
休
。
須
着

倣
去
。
叉
一
保
云
。
立
事
之
人
。
須
要
硬
措
賞
。
死
生
以
之
。
如
韓
貌
公
之

立
英
廟
。
英
廟
卸
位
。
綴
感
風
疾
。
録
公
笛
時
只
是
鋲
之
以
静
。
及
英
廟
疾

毘
。
迎
立
頴
王
。
或
目
。
若
主
上
復
安
。
終
如
之
何
。
貌
公
目
。
不
過
潟
太

上
皇
耳
。
温
公
魚
諌
官
。
致
公
甚
苦
之
。
及
作
貌
公
洞
堂
記
。
宥
数
語
形
容

貌
公
最
好
。
是
他
見
得
貌
公
有
不
可
及
慮
。

つ
い
で
に
湾

・
泉
二
州
が
経
界
法
を
貫
施
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を

問
題
に
さ
れ
た
。
ー
ー

よ
し
ん
ば
遁
嘗
な
人
物
が
見
つ
か
ら
な
く
っ
て
も
、
ゆ
き
が
か
り

上
、
着
手
す
る
こ
と
だ
。

い
に
し
え
び
と
が
あ
た
ら
し
く
事
を
は
じ

F

め
る
場
合
、

や
は
り
強
引
に
ひ
っ
か
ま
え
て
着
手
し
、
あ
と
は
命
を

賭
け
る
だ
け
だ
っ
た
。
韓
親
公
(
韓
埼
〉
が
宰
相
を
つ
と
め
た
こ
ろ
、

温
公
(
司
馬
光
)
が
諌
官
の
職
に
あ
り
、
な
に
か
に
つ
け
て
か
な
り
韓

親
公

η
意
見
に
反
射
し
、
韓
親
公
は
か
れ
か
ら
ず
い
ぶ
ん
激
じ
く
反

の
ち
に
温
公
は
「
競
公
洞
堂
記
」
を
書
き
、
そ
れ
で
は

接
さ
れ
た
。
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韓
親
公
の
こ
と
を
は
っ
き
り
(
正
直
に
〉
語
っ
て
い
る
。
韓
親
公
に
は

(
か
れ
も
)
か
な
わ
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
と
わ
か
り
、
温
公
は
は
じ
め
て
'

か
れ
に
心
服
し
た
ん
だ
。
そ
の
文
章
に
引
く
韓
親
公
の
こ
と
ば
に
、

「
凡
ソ
人
臣
タ
ル
モ
ノ
ハ
、
力
ヲ
量
ク
シ
テ
以
ッ
テ
君
-
一
事
ェ
、
死

た

い

か

ん

生
コ
レ
ヲ
以
ッ
テ
ス
。
顧
ダ
事
ノ
是
非
何
如
ア
ル
ノ
ミ
、
成
敗
ニ
至

』

あ
ら
か
じ

リ
テ
ハ
天
ナ
リ
。
山
一
旦
ニ
暗
部
メ
ソ
ノ
成
ラ
ザ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
憂
イ
テ
、

途
エ
較
メ
テ
篤
ザ
ザ
ル
ベ
ケ
ン
ヤ
」
と
あ
る
。
韓
親
公
が
こ
の
こ
と

ば
を
の
べ
た
と
き
は
、
仁
宗
の
末
年
か
英
宗
の
初
年
で
、
貫
は
朝
廷

が
多
事
多
端
の
時
期
だ
っ
た
の
だ
。
呉
必
大

寓
人
傑
の
記
録
に
い
う
|
|
(
倒
僚
に
ほ
ぼ
同
じ
、

る
。
詩
文
は
省
略
す
る
〉
。

別
の
一
僚
に
い
う
|
|
物
事
を
は
じ
め
る
人
は
、
か
な
ら
ず
強
引
に
ひ

き
う
け
て
、
命
を
賭
け
て
や
る
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
、
韓
貌
公
が
英
宗
を

擁
立
し
た
と
き
、
英
宗
が
即
位
し
て
、
っ
さ
つ
い
て
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
な
ら
れ

た
。
韓
貌
公
は
そ
の
こ
ろ
た
だ
そ
っ
と
し
て
護
作
を
お
さ
え
る
よ
う
に
し
、

さ
て
英
宗
の
病
気
が
重
態
に
な
る
と
、
頴
川
王
(
頭
〉
を
迎
え
て
天
子
に

立
て
た
;
告
の
る
人
が
い
っ
た
、
「
も
し
主
上
が
恢
復
な
す
っ
た
ら
、
い
っ

た
い
ど
う
な
さ
い
ま
す
よ
韓
貌
公
は
い
わ
れ
た
、
「
太
上
皇
に
な
っ
て
い

た
だ
く
ま
で
さ
。
」
司
馬
温
公
が
諌
官
だ
っ
た
こ
ろ
、
韓
貌
公
は
か
れ
に

ひ
ど
く
手
を
や
か
れ
た
。
さ
て
「
致
公
洞
堂
記
」
が
書
か
れ
て
み
る
と
、

韓
貌
公
を
形
容
す
る
数
語
に
は
、
最
高
に
す
ば
ら
し
い
の
が
あ
る
。
つ
ま

り
、
韓
貌
公
に
は
か
な
わ
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
と
わ
か
っ
た
の
だ
。

〔
着
倣
〕
着
手
す
る
(
胸
僚
に
既
出
、
た
だ
し
誇
注
者
は
誤
っ
て
上
の
「
須
L

た
だ
尋
を
固
に
作
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と
あ
わ
せ
て
「
須
着
」
を
一
語
と
み
た
。
こ
こ
に
つ
つ
し
ん
で
訂
正
し
て

お
く
Y

〔
硬
〕
む
り
に
。
(
現
代
語
も
同
じ
)
。

〔
抱
嘗
〕
ひ
き
う
け
る
、
「
承
嘗
」
も
ほ
ぼ
同
じ
意
(
揚
笛
は
邦
語
に
も
入

っ
て
い
る
が
、
が
ん
ら
い
は
俗
語
)
。

〔
旗
〕
か
な
り
、
棺
嘗
程
度
を
い
う
副
詞
。
邦
語
で
甚
大
の
意
に
使
う
の
は

誤
用
で
あ
る
。

〔
激
擦
〕
携
は
反
抗
の
意
。

〔
貌
公
洞
堂
記
〕
正
し
く
は
「
北
京
韓
貌
公
洞
堂
記
」
(
『
温
園
文
正
公
文
集
』

谷
六
十
七
収
〉
。
韓
埼
が
河
北
安
撫
使
と
な
り
、
剣
大
名
府
・
粂
北
京
留

守
と
し
て
大
名
府
に
在
任
す
る
五
年
間
に
義
国
政
を
行
な
い
、
天
災
な
ど
で

疲
弊
す
る
人
民
を
救
済
し
た
の
で
、
そ
の
思
恵
を
忘
れ
ぬ
人
民
が
洞
堂
を

つ
く
っ
て
公
の
像
を
安
置
し
た
、
そ
の
経
綿
を
の
べ
た
も
の
。
韓
碕
の
こ

と
ば
は
、
か
れ
の
果
断
な
慮
置
を
危
倶
し
た
人
の
忠
告
に
答
え
た
も
の
で

あ
る
。
な
お
、
現
存
文
集
の
原
文
と
の
間
に
異
同
は
な
い
。

〔
仁
宗
之
末
一
子
、〕
洞
堂
記
に
も
い
う
、
「
公
魚
宰
相
十
年
、
嘗
仁
宗
之
末
・

英
宗
之
初
、
朝
廷
多
故
。
」

〔
英
廟
〕
す
な
わ
ち
英
宗
。

〔
風
疾
〕
ノ
イ

ロ
ー
ゼ
・
精
神
異
常
。

〔
銀
之
以
静
〕

よ
く
わ
か
ら
ぬ
が
、
安
静
の
環
境
に
お
い
て
病
気
の
設
作
を

防
い
だ
こ
と
を
さ
す
か
。

〔
頴
王
〕
英
宗
の
長
子
、
越
頑
〈
ぎ
ょ
く
)
。
す
な
わ
ち
、
の
ち
の
斗
洞
宗
で
あ

る。

③

@

@

@
 

，
帥
先
生
庚
戊
四
月
至
臨
湾
。
淳
罷
省
試
時
。
歪
冬
至
。
始
克
拝
席
下
。

@
 

明
年
先
生
以
喪
嫡
子
。
巧
洞
甚
堅
。
嘗
路
者
。
又
以
経
界
一
奏
。
先

生
持
之
力
。
難
己
報
行
。
而
移
以
不
便
己
震
病
。
幸
其
有
是
請
也
。

⑤

4

①

⑤

⑨

@
 

卸
震
允
之
。
四
月
主
管
鴻
慶
官
。
加
秘
閣
修
掛
。
二
十
九
日
設
行
。

@
 

淳
迭
至
同
安
豚
東
之
沈
井
鋪
而
別
。
寅
五
月
二
日
伊
。
先
生
在
臨
津
。

@
 

首
尾
僅
及
一
春
。
以
南
開
倣
晒
之
俗
。
牒
承
道
徳
正
大
之
化
。
始
難

@
 

有
欣
然
慕
。
市
亦
有
誇
然
疑
謹
然
患
者
。
越
半
年
後
。
人
心
方
粛
然

以
定
。
僚
属
鹿
志
節
。
市
不
敢
慾
所
欲
。
仕
族
奉
縄
検
市
不
敢
干
以

私
。
膏
徒
易
慮
而
不
敢
行
姦
。
豪
務
飲
醗
而
不
敢
冒
法
。
卒
時
習
浮
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屠
震
停
鰹
瞳
塔
朝
岳
之
舎
者
。
在
在
皆
矯
之
扉
息
。
卒
時
附
鬼
震
妖
。

⑮
 

遁
遊
於
街
街
。
而
掠
抄
於
関
空
者
。
亦
皆
相
調
敏
一
載
。
不
敢
問
言
。

良
家
子
女
従
空
門
者
。
各
閉
精
慮
。
或
復
人
道
之
常
。
四
境
狗
倫
之

民
。
亦
墓
風
奔
遁
。
改
復
生
業
。
至
是
及
春
。
正
爾
安
習
先
生
之
化
。

⑫

⑮
 

而
先
生
行
実
。
是
量
不
帰
恨
哉
。
淳

校
注
:
此
傑
輿
陳
淳
所
撰
郡
鶏
録
後
序
之
前
中
宇
略
向
。
今
以
後
序
校
。

1
淳
作
某
自
一
一
字
。

2
鴎
下
有
「
五
月
方
抵
家
、
而
道
途
獄
渉
之
苦
、

得
病
、
未
能
見
也
L

十
八
字
。

3
至
下
有
「
宇
一
月
十
八
日
」
六
字
。

4
下
字
下
有
「
某
居
村
食
貧
、
叉
以
訓
童
拘
紳
、
不
得
日
侍
鑓
鐙
之
側
」

十
九
字
。

5
以
上
有
忽
字
。

6
允
原
作
充
。
今
従
後
序
。

7
月
下

有
「
二
十
五
日
午
後
」
六
字
。

8
撰
下
有
「
二
十
六
日
阜
奔
詰
、
州
印



付
遇
剣
、
即
窪
行
街
、
越
爾
日
λ

遁
剣
及
諸
種
曹
留
酌
別
」
二
十
八
字
。

9
二
誤
作
一
。
叩
途
作
方
。
日
淳
作
某
。
ロ
也
下
有
「
直
之
助
録
、

始
以
愚
鈍
不
敏
、
私
寓
其
書
紳
請
事
之
意
而
己
也
、
非
敢
潟
他
人
道
也
、

然
」
三
十
字
。
日
及
作
見
。

H
誇
作
樗
。
日
掠
抄
二
字
互
倒
。

路
軽
作
頼
。
ロ
行
突
作
叉
行
。

m恨
上
有
可
。

か
の
e

え
い
ぬ

先
生
は
庚
成
の
年
(
紹
回
一
元
年
、
二
九
O
)
の
四
月
、
津
川
に
来

わ
た
く
し

ら
れ
た
。
淳
は
省
試
の
受
験
を
終
え
て
蹄
郷
し
た
が
、
冬
至
の
日

(
十
一
月
十
八
日
〉
に
な
り
、

や
っ
と
門
人
と
し
て
お
目
ど
お
り
す
る

先
生
は
ご
嫡
子
(
塾
〉
を
亡
く

こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
あ
く
る
年
、

さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
奉
洞
官
を
願
い
出
ら
れ
て
、
決
意
は
と
て
も
堅

か
丹
、
た
。
中
央
政
治
の
措
嘗
者
は
、
経
界
法
が
奏
上
さ
れ
る
や
、
先

生
が
こ
れ
を
支
持
し
て
が
ん
張
ら
れ
、
す
で
に
責
施
の
回
答
が
出
て

い
な
が
ら
、
結
局
か
れ
ら
自
身
に
ふ
つ
ご
う
な
の
を
気
に
し
て
い
た

も
の
だ
か
ら
、
先
生
の
要
請
が
あ
っ
た
の
を
こ
れ
幸
い
、
さ
っ
そ
く

そ
れ
を
み
と
め
、
四
月
、
鴻
慶
宮
を
主
管
し
て
、
秘
閣
修
撰
の
職
を

わ
た
く
し

加
え
る
こ
と
に
し
た

0

・
か
く
て
先
生
は
二
十
九
日
に
出
鼓
さ
れ
、
淳

は
同
安
鯨
東
方
の
沈
井
鋪
ま
で
見
送
っ
て
お
別
れ
し
た
。
賓
に
五
月

一
一
日
の
こ
と
で
あ
る
。
先
生
の
湾
州
在
任
は
前
後
わ
ず
か
に
一
年
ち

か
い
期
間
で
あ
る
。
南
方
僻
隅
の
地
に
お
け
る
卑
晒
の
風
俗
が
、
に

わ
か
に
道
徳
正
大
の
教
化
に
浴
し
た
も
の
だ
か
ら
、
最
初
の
う
ち
、

237 

欣
然
と
し
て
思
慕
す
る
も
の
、
が
あ
り
は
し
て
も
、
憎
然
と
し
て
疑
惑

の
眼
で
な
が
め
た
り
、
ロ
や
か
ま
し
く
非
難
す
る
も
の
が
あ
り
、
宇

年
を
す
、
ぎ
た
こ
ろ
に
や
っ
と
、
人
心
が
粛
然
と
安
定
し
た
。
部
下
た

欲
墓
を
た
く
ま
し
ゅ
う
す
る
こ
と
は
で
き

ず
、
士
人
た
ち
は
法
規
を
遵
奉
し
て
、
私
情
に
よ
っ
て
公
法
を
み
だ

ち
は
志
操
を
み
が
き
、

す
わ
け
に
ゆ
か
ず
、
脊
吏
ど
も
は
心
を
い
れ
か
え
て
不
正
を
行
な
お

う
と
は
せ
ぬ
し
、

ボ
ス
連
中
は
行
動
を
つ
つ
し
ん
で
法
を
犯
そ
う
と

し
な
く
な
っ
た
。

ひ
ご
ろ
併
数
に
な
じ
ん
で
、
経
典
を
停
え

(ワ・)

悌
塔
供
養
を
し
た
り
、
本
山
参
り
の
舎
を
す
る
連
中
は
、
到
る
と
こ

- 97ー

ろ
教
化
の
お
か
げ
で
影
を
ひ
そ
め
、

ひ
ご
ろ
死
者
を
呼
び
も
ど
し
て

あ
や
し
げ
な
行
矯
を
や
っ
た
り
、
街
中
を
練
り
歩
い
た
り
、
村
里
一
で

金
銭
財
物
を
か
す
め
取
っ
て
い
た
連
中
も
、
み
な
顔
見
あ
わ
せ
て
控

え
め
に
な
り
、
軽
薄
な
行
矯
を
ょ
う
し
な
く
な
っ
た
。
(
さ
ら
に
)
良

家
の
子
女
で
傍
門
に
入
っ
て
い
た
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
お
こ
も
り
所

を
た
た
ん
で
、
人
間
の
常
道
に
た
ち
返
り
、
周
漫
の
こ
そ
泥
を
は
た

ら
く
不
運
の
民
も
、
情
勢
を
察
し
て
逃
げ
か
く
れ
、
も
と
の
生
業
に

も
ど
っ
た
。
か
く
て
そ
ろ
そ
ろ
一
年
に
も
な
ろ
う
と
し
て
、
ち
ょ
う

ど
先
生
の
数
化
に
と
け
こ
ん
だ
矢
先
に
、
先
生
は
離
任
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
、
な
ん
と
も
無
念
な
こ
と
で
あ
る
。
陳
淳
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〔
四
月
〕
朱
黙
の
着
任
は
四
月
二
十
九
日
(
年
譜
)
。

〔
淳
〕
記
録
者
の
陳
淳
ハ
既
出
)
。

〔
省
試
〕
一
一
一
年
ご
と
に
施
行
さ
れ
る
科
患
の
中
央
試
験
。
陳
淳
は
こ
の
年

(
一
一
九

O
)
の
冬
か
ら
翌
春
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た
省
試
に
受
験
す
る

た
め
、
首
都
臨
安
に
出
て
い
た
。

〔
冬
至
〕
「
郡
粛
録
後
序
」
に
よ
っ
て
十

一
月
十
八
日
と
わ
か
る
。
な
お
入

門
時
の
こ
と
は
、
語
類
・
省
一
一
七
(
訓
門
人
〉
に
も
つ
ぎ
の
如
く
み
え

る
|
|
淳
冬
至
以
書
及
自
響
詩
矯
賛
見
、
翌
日
入
郡
驚
(
わ
た
く
し
は
冬

至
に
書
面
と
「
自
響
詩
」
を
入
門
の
し
る
し
と
し
て
お
目
見
え
し
、
あ
く

る
日
、
郡
熊
に
入
っ
た
〉
。

〔
喪
嫡
子
〕
紹
照
二
年

(
二
九
一
)
正
月
笑
酉
の
日
に
朱
煮
の
長
男
塾
は

委
州
で
死
去
し
た
。
時
に
三
十
九
歳
。

〔
写
澗
〕
閑
職
と
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
奉
洞
の
官
(
道
教
寺
院
の
管
理
職
〉
に

就
任
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
。

〔
一
奏
〕
「
ご
は
以
下
の
行
震
が
な
さ
れ
る
な
り
た
ち
ま
ち
の
意
。

〔
四
月
主
管
鴻
慶
宮
〕

鴻
慶
宮
は
本
来
は
南
京
感
天
府
(
宋
州
〉
に
在
る
道

観
。
そ
の
管
長
を
命
ぜ
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
奉
一
阿
官
(
あ
る
い
は
洞
糠
の

官
)
は
肩
書
き
の
み
で
寅
際
に
赴
任
し
な
く
て
も
よ
か
っ
た
。
な
お
、
年

譜
に
護
令
が
三
月
と
あ
る
の
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
そ
の
僻
令
が
到
着
し
た

の
は
四
月
二
十
六
日
で
あ
る
(
後
序
に
よ
る
)
。

〔
同
安
蘇
〕
一
繭
建
路
泉
州
に
属
す
る
。
朱
無
が
初
め
て
任
官
し
た
と
こ
ろ
。

〔
停
経
雄
塔
〕
と
も
に
未
詳
。

〔
朝
岳
之
合
間
〕
諦
文
の
本
山
参
り
は
あ
て
ず
っ
ぽ
う
で
あ
り
、
よ
く
わ
か
ら

t
、。

必
y
H
'
h
v

〔
附
鬼
〕

〔
迎
滋
〕

〔
掠
抄
〕

〔
精
鹿
〕

一刑
お
ろ
し
乃
至
死
者
を
呼
ぶ
行
震
を
指
す
か
。

一
柳
を
迎
え
て
練
り
歩
く
こ
と
か
。

掠
奪
行
震
を
や
る
。

お
篇
り
所
。

側
先
生
因
読
邑
中
南
星
。
恐
有
火
災。

鯨
官
龍
穫
。
云
。
畳
可
不
修

人
事
。
合
嘗
拘
家
家
蓄
水
警
備
。
因
摩
湾
州
之
政
。
O
賀
孫

先
生
は
、
勝
下
に
隅
石
が
降
り
、
火
災
の
瑳
生
を
恐
れ
て
豚
官
が

お
は
ら
い
の
祭
り
を
し
た
こ
と
を
話
さ
れ
た
つ
い
で
に
、

い
わ
れ
た

「
(
紳
だ
の
み
よ
り
〉
人
事
を
壷
く
す
こ
と
を
や
ら
い
で
い
い
か
ね
。

各
戸
に
強
制
し
、
水
を
貯
え
て
非
常
に
備
え
る
べ
き
だ
よ
。
」
そ
こ
で

- 98ー

海
州
に
お
け
る
施
政
を
あ
げ
ら
れ
た
。

O
葉
賀
孫

〔
ロ
巴
ロ
巴
は
懸
の
雅
稿
。

〔
合
賞
〕
嘗
然
:
;
:
す
べ
き
で
あ
る
(
俗
語
〉
。

間
建
寧
。
自
鄭
丙
・
程
大
昌
至
今
e

聖
節
不
許
信
子
陸
堂
読
法
。
他

慮
。
但
人
不
敢
措
嘗
住
罷
。
某
在
臨
海
。
且
令
随
例
覗
香
。
只
不
許

人
間
話
。
頃
曾
孝
銭
知
車
両
州
。
請
一
借
開
堂
。
観
者
甚
衆
。
其
借
忽

云
。
此
知
州
是
総
車
両
州
半
面
天
子
。
孝
鈍
大
皇
恐
。
即
時
自
劾
。
棚

此
慣
迭
獄
。
必
大



建
寧
府
で
は
、
鄭
丙
・
程
大
昌
い
ら
い
現
在
ま
で
、
聖
節
(
天
子
の

誕
生
日
)
に
信
侶
が
州
の
正
臆
に
上
が
っ
て
説
法
す
る
こ
と
を
許
し

て
い
な
い
。
他
の
と
こ
ろ
で
は
、
だ
れ
も
責
任
を
も
っ
て
取
り
止
め

る
勇
気
が
な
い
。
わ
た
く
し
は
津
州
に
い
た
こ
ろ
、
い
ち
お
う
従
来

の
し
き
た
り
ど
お
り
お
祈
り
の
行
事
を
や
っ
た
が
、
な
に
び
と
に
も

借
と
問
答
す
る
こ
と
を
許
可
し
な
か
っ
た
。
さ
き
ご
ろ
、
曾
孝
錠
が

車
円
州
の
知
事
に
た
り
、
あ
る
借
を
呼
ん
で
開
堂
の
行
事
を
や
り
、
見

物
が
お
お
ぜ
い
集
ま
っ
た
。
そ
の
ー借
が
と
つ
ぜ
ん
い
っ
た
、
「
こ
の

知
事
さ
ま
は
そ
な
た
ら
青
州
の
半
面
の
天
子
さ
ま
じ
ゃ
。
」
孝
銃
は

大
い
に
恐
耀
し
て
、
即
刻
み
ず
か
ら
を
弾
劾
す
る
上
奏
文
を
提
出

し
、
こ
の
信
に
榔
を
は
め
て
監
獄
に
ぶ
ち
こ
ん
だ
よ
呉
必
大
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〔
建
寧
〕
福
建
絡
に
属
す
る
府
。
朱
果
が
第
二
の
故
郷
と
し
て
住
み
つ
い
た

崇
安
・
建
陽
は
、
そ
の
管
稽
下
の
燃
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
僚
は
知
温
州

を
離
任
し
て
崇
安
に
賜
っ
て
か
ら
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

〔
制
御
丙
〕
あ
ざ
な
は
少
融
、
福
州
長
墾
燃
の
ひ
と
。
紹
興
十
五
年
(
一
一
四

五
〉
の
進
土
で
、
吏
部
倫
霊
園
に
'至
る
。
か
つ
て
朱
来
が
揮
劾
し
た
台
州
知

事
の
唐
仲
友
の
知
己
で
あ
り
、
唐
を
庇
護
す
る
宰
相
王
准
に
迎
合
し
て
、

朱
乗
ら
の
遊
撃
を
俄
墨
-
呼
ば
わ
り
し
、
俄
事
攻
撃
の
火
ぶ
た
を
切
っ
た
こ

と
で
知
ら
れ
る
(
『
宋
ー史
』
倉
三
九
四
、
お
よ
び
『
宋
元
事
案
』
省
三
十

四
)
。
た
だ
し
、
か
れ
が
知
建
寧
府
に
就
任
し
た
こ
と
は
本
俸
に
み
え
な

、L
W

〔
程
大
昌
〕
告
の
ざ
な
は
泰
之
(
一
一
二
三
l
九
五
U

、
徽
州
休
寧
懸
の
ひ
と
。

紹
興
二
十
一
年
(
一
一
五
一
)
の
進
土
。

"
『
演
繁
露
』
六
容
の
著
者
で
あ

る
。
晩
年
に
知
泉
州
か
ら
知
建
寧
府
に
う
つ
り
、
光
宗
の
即
位
(
一
一
八

九
〉
後
に
知
明
州
に
う
つ
っ
て
い
る
か
ら
、
か
れ
の
知
建
寧
府
期
は
こ
の

問
答
の
こ
三
年
前
と
推
定
さ
れ
る
(
『
宋
史
』
巻
四
三
三
)
。

〔
聖
節
〕
皇
帝
の
誕
生
日
。

〔
信
子
〕
僧
侶
。

、〔
但
〕
凡
の
意
。

〔
祝
香
山
香
を
焚
い
て
祈
念
す
る
。
お
そ
ら
く
、
朱
烹
も
信
を
州
艇
に
ま
ね

き
は
し
た
の
で
企
の
ろ
う
。

〔
問
話
〕
説
法
す
る
「信
に
問
い
か
け
る
こ
と
を
さ
す
か
。

〔
曾
孝
叙
〕
絞
は
序
に
も
作
る
。
あ
ざ
な
は
逢
原
、
泉
州
呂
田
江
蘇
の
ひ
と
。

湾
勺
亥
二
州
の
知
事
を
へ
て
、
龍
園
閣
直
昼
、土
・
知
育
州
を
命
ぜ
ら
れ

る
。
背
州
は
京
東
路
に
属
す
る
望
郡
〈
山
東
省
)
。
か
れ
は
そ
の
後
ま
も

な
く
部
将
の
王
定
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
る
(
『
宋
史
』
容
四
五
三
)
。

〔
関
堂
〕
聖
節
に
さ
さ
げ
る
新
響
曲
抑
典
を
、
事
前
に
州
臆
で
披
露
す
る
儀
式
。

『
春
明
退
朝
録
』
品
位
上
に
い
う
、
「
毎
歳
誕
節
、
必
進
新
経
。
前
爾
月
二

府
皆
集
以
観
期
間
課
、
謂
之
開
堂
。
」

〔
半
面
天
子
〕
「
半
面
」
は
半
分
。
字
分
天
子
さ
ま
の
よ
う
な
お
人
の
意
。
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付
言
|
|
本
稿
は
あ
と
↓
回
で
終
結
す
る
。
最
終
稿
に
は
既
設
表
分
に
闘
す

る
補
訂
を
付
録
す
る
務
定
で
あ
る
。
す
で
に
謬
注
者
自
身
も
若
干
の
誤
謬

に
気
づ
き
、
か
つ
補
う
べ
き
資
料
も
若
干
見
つ
け
て
い
る
が
、
こ
の
機
曾

に
讃
者
諸
賢
か
ら
も
指
数
しを
た
ま
わ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。


